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第
７
回
地域協議会ってどんな会議なの？地域協議会ってどんな会議なの？地域協議会ってどんな会議なの？

　市では現在、合併前上越市の区域への地域自治区の導入を目指して
います。このシリーズでは、地域自治区制度について、より多くの市
民の皆さんから知っていただくため、毎回テーマを絞って説明してい
きます。（このシリーズは、毎月15日号で連載しています）

■問合せ…自治・地域振興課（内線1449、1547）

シリーズ

　

今
回
は
、
各
地
域
自
治
区
に
設

置
さ
れ
る
地
域
協
議
会
の
活
動
に

つ
い
て
、
現
在
の
13
区
の
状
況
を

交
え
て
紹
介
し
ま
す
。

地
域
協
議
会
の
役
割
は
？

　

各
区
に
お
け
る
地
域
の
課
題
を

議
論
し
、
意
見
を
取
り
ま
と
め
て

市
長
に
伝
え
る
こ
と
が
役
割
で
す
。

地
域
協
議
会
は
市
長
か
ら
諮
問
さ

れ
た
（
意
見
を
求
め
ら
れ
た
）
案

件
を
審
議
す
る
だ
け
で
な
く
、
区

内
の
課
題
を
自
主
的
に
審
議
し
、

意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
　
　

地
域
協
議
会
は
、
平

　
　
　

成
17
年
か
ら
平
成
20

年
12
月
末
ま
で
に
13
区
合
計

で
５
６
９
回
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
間
に
地
域
協
議

会
に
市
長
か
ら
諮
問
さ
れ
た

案
件
は
、
区
内
の
公
共
施
設

の
設
置
や
管
理
・
運
営
な
ど
、

合
計
で
６
１
５
件
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
協
議
会
が
自
主

的
に
審
議
し
た
案
件
は
、
身

近
な
暮
ら
し
の
課
題
か
ら
地

域
特
性
を
い
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
の
あ
り
方
な
ど
、
合
計

で
１
３
９
件
あ
り
ま
す
。

13区
では…

 

ど
ん
な
人
が
地
域
協
議
会
の

 

委
員
に
な
れ
る
の
？

　

委
員
に
は
、
議
員
、
公
務
員
な

ど
を
除
き
、
そ
の
区
の
中
で
暮
し

て
い
る
25
歳
以
上
の
方
で
あ
れ
ば

ど
な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す
。
応

募
者
が
定
数
よ
り
も
多
か
っ
た
場

合
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
よ
る
投

票
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
も
と
に

市
長
が
選
び
ま
す
。
一
方
、
少
な

か
っ
た
場
合
は
、
年
齢
や
性
別
な

ど
委
員
の
構
成
に
配
慮
し
て
市
長

が
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　

旧
町
村
の
議
員
経
験

　
　
　

者
や
町
内
会
長
、
市

民
団
体
で
活
動
中
の
人
な
ど
、

こ
れ
ま
で
市
政
や
ま
ち
づ
く

り
に
深
く
か
か
わ
っ
て
き
た

人
だ
け
で
な
く
、
会
社
員
、

自
営
業
者
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
・
経
歴
の
人
が
委
員

と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、

１
９
２
人
の
委
員
の
う
ち
女

性
の
割
合
は
約
２
割
で
す
。

 

地
域
協
議
会
は
、
ど
ん
な
時    

 

に
開
か
れ
る
の
？

　

地
域
協
議
会
は
、
会
長
が
必
要

と
認
め
る
場
合
や
、
各
地
域
協
議

会
が
決
め
る
数
以
上
の
委
員
か
ら

の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
開
か
れ

ま
す
。

　
　
　

会
議
の
開
催
頻
度
は

　
　
　

区
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
が
、
お
お
む
ね
月
１
回

程
度
で
す
。
開
催
時
間
は
日

中
や
夕
方
な
ど
、
各
協
議
会

で
決
め
て
い
ま
す
。
通
常
の

会
議
の
ほ
か
に
も
、
自
主
的

な
事
前
打
合
せ
や
勉
強
会
、

地
域
協
議
会
独
自
の
地
域
の

皆
さ
ん
と
の
懇
談
会
な
ど
、

各
協
議
会
で
工
夫
し
な
が
ら

運
営
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

▲地域協議会での議論の様子（浦川原区）

 

市
長
は
、
地
域
協
議
会
か
ら    

 

の
意
見
に
ど
の
よ
う
に
対
応 

 

す
る
の
？

　

地
域
協
議
会
は
、
市
長
が
地
域

の
声
を
聴
く
た
め
に
設
置
す
る
機

関
で
あ
り
、
市
長
は
そ
の
意
見
を

尊
重
し
ま
す
。
た
だ
し
、
意
見
の

内
容
や
市
の
財
政
状
況
な
ど
を
勘

案
し
、
市
政
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え

方
や
対
応
方
針
は
、
お
お
む
ね
１

か
月
後
に
地
域
協
議
会
に
文
書
で

回
答
し
ま
す
。

　
　
　

例
え
ば
、
地
域
協

　
　
　

議
会
が
自
主
的
に

審
議
し
た
案
件
の
場
合
、

平
成
17
年
か
ら
平
成
20
年

12
月
末
ま
で
に
66
件
で
意

見
書
が
提
出
さ
れ
、
そ
の

約
８
割
が
事
業
化
な
ど
に

結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

地
域
協
議
会
は
誰
で
も
傍
聴

で
き
ま
す
。
議
事
録
は
、
市

役
所
本
庁
の
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
、
南
北
出
張
所
、
各
区

の
総
合
事
務
所
、
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま

す
。

13区
では…

13区
では…

13区
では…

【上越市自然環境保全基本方針を定めました】


